
民間事業者による提案制度（施行：平成23年11月）の導入の経緯等

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律改正法公布平成23年6月

民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針の閣議決定平成24年3月

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の制定平成24年11月

ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドラインの改定

○民間事業者は，公共施設等の管理者等（国立大学法人も対象。以下同じ。）に対して特定事業（ＰＦＩ事業）の提案をすることができ

る。【法第5条の2第1項】

○提案を受けた公共施設等の管理者等は，提案について検討し，遅滞なく，その結果を民間事業者に通知しなければならない。【法第5条

の2第2項】

○民間事業者は，公共施設等の管理者等（国立大学法人も対象。以下同じ。）に対して特定事業（ＰＦＩ事業）の提案をすることができ

る。【法第5条の2第1項】

○提案を受けた公共施設等の管理者等は，提案について検討し，遅滞なく，その結果を民間事業者に通知しなければならない。【法第5条

の2第2項】

○公共施設等の管理者等は，民間事業者の提案に係る体制を整える等，必要な措置を積極的に講ずること。【基本方針一4(1)】

○民間提案を受けたときは，可能な限り速やかに検討を行うこと。【基本方針一4(2)】

○民間提案が適当であると認めるときは，その旨を通知した後，速やかに，実施方針の策定を行うこと。また，必要がないと判断したと

きは，その旨及び理由通知すること。【基本方針一4(4)(5)】

○検討に相当の期間を要する場合は結果を通知する時期の見込を通知すること。【基本方針一4(6)】

○民間提案を受けた特定事業（ＰＦＩ事業）における民間事業者の選定を行う際は，寄与した程度を勘案して，当該提案を行った民間事

業者を適切に評価すること。【基本方針二1(8)】

○公共施設等の管理者等は，民間事業者の提案に係る体制を整える等，必要な措置を積極的に講ずること。【基本方針一4(1)】

○民間提案を受けたときは，可能な限り速やかに検討を行うこと。【基本方針一4(2)】

○民間提案が適当であると認めるときは，その旨を通知した後，速やかに，実施方針の策定を行うこと。また，必要がないと判断したと

きは，その旨及び理由通知すること。【基本方針一4(4)(5)】

○検討に相当の期間を要する場合は結果を通知する時期の見込を通知すること。【基本方針一4(6)】

○民間提案を受けた特定事業（ＰＦＩ事業）における民間事業者の選定を行う際は，寄与した程度を勘案して，当該提案を行った民間事

業者を適切に評価すること。【基本方針二1(8)】

○民間事業者が公共施設等の管理者等への提案に当たって添えるべき書類は，事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す

ものとする。【施行規則第1条】

○民間事業者が公共施設等の管理者等への提案に当たって添えるべき書類は，事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す

ものとする。【施行規則第1条】

平成25年5月

○民間事業者の提案に係る受付，評価，通知，公表等を適切に行うため，窓口の明確化や庁内検討体制を整備しておく必要がある。【ガ

イドライン1-2(1)①】

○民間からの提案を積極的かつ効率的に受け付けるため，公共施設等の管理者等から，今後事業として実施できる可能性のある事業一覧

を短期計画や長期計画として公表することも考えられる。【ガイドライン1-2(1)②】

○民間事業者から情報提供について相談があった場合においては，可能な範囲で適切に情報提供を行う必要がある。【ガイドライン1-

2(1)③】

○提案に必要となると思われる情報について，ＨＰ等で広く一般に公開することも民間提案の促進のためには効果的であると考えられる。

【ガイドライン1-2(1)④】

○民間事業者の提案に係る受付，評価，通知，公表等を適切に行うため，窓口の明確化や庁内検討体制を整備しておく必要がある。【ガ

イドライン1-2(1)①】

○民間からの提案を積極的かつ効率的に受け付けるため，公共施設等の管理者等から，今後事業として実施できる可能性のある事業一覧

を短期計画や長期計画として公表することも考えられる。【ガイドライン1-2(1)②】

○民間事業者から情報提供について相談があった場合においては，可能な範囲で適切に情報提供を行う必要がある。【ガイドライン1-

2(1)③】

○提案に必要となると思われる情報について，ＨＰ等で広く一般に公開することも民間提案の促進のためには効果的であると考えられる。

【ガイドライン1-2(1)④】
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民間事業者による提案制度の流れ

〔従来のＰＦＩ事業〕 〔提案制度によるＰＦＩ事業〕
事業の発案・立案
実施方針案の検討・策定

公共公共

事業の発案・立案
実施方針案の検討・策定

民間民間

公共側に提案

提案内容を速やかに検討
ア 当該提案に係る公共施設等の
整備等の必要性

イ 提案の実現可能性
ウ ＰＦＩ手法を活用することの
妥当性

エ 財政に及ぼす影響
オ 他の手法による当該公共施設
等の整備等の可能性

カ その他

アの検討により整備等の必要性がないと判断した場合，
その他の検討は不要

公共公共

採用とする旨を
民間に通知

公共公共

採用 不採用

不採用とする旨及び
理由を民間に通知

公共公共実施方針の策定公共公共

もの”を添えた提案であれば，
“事業の効果及び効率性に関する評価の過程
及び方法を示すもの”を添えた提案であれば，
公共側は提案を必ず受け付けることとなる

るため，法令上“遅滞なく”とされているが，
提案の内容に応じて検討に必要な時間は異な
るため，法令上“遅滞なく”とされているが，
具体的な検討期限は法定されていない

検討に相当の時間を期間を要する場合は結果
を通知する時期の見込を通知する

民間事業者の提案に係る受付，評価，通知，
公表等を適切に行うため，窓口の明確化や庁
内検討体制を整備しておく必要がある

提案を積極的かつ効率的に受け付けるため，
今後事業として実施可能性のある事業一覧を
公表することも考えられる

特定事業選定・入札公告等公共公共

ＰＦＩ事業として実施することが適切である場合

事業者の選定・入札等公共公共

事業の締結公共公共 民間民間

民間提案を受けた事業において民間事業者の選定を行う際は，
当該民間提案が当該実施方針策定に寄与した程度を勘案し，
公平性・透明性・競争性の確保に留意しつつ，当該提案を
行った民間事業者を適切に評価する

窓口等，民間からの提案
の受付・検討体制の整備

公共公共

民間への情報提供等

民間事業者による提案制度の概要②


